
不利益処分　処分基準の一覧表

○処分基準未設定理由
　　１　法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要
　　２　将来的に処分の対象の発生が見込まれず、処分基準を設定する実益がない
　　３　事案ごとの裁量が大きく、処分基準を設定することは困難
　　４　その他

未設定
理由等

公表
（各処
理機関
備付）

1 児童福祉法 昭22法
164

22-1 助産の実施の解
除

無 4 福祉事
務所

一部の町村へ権
限移譲済み。

2 児童福祉法 昭22法
164

23-1 母子保護の実施
の解除

無 4 福祉事
務所

一部の町村へ権
限移譲済み。

3 児童福祉法 昭22法
164

25の8(2) 児童等を社会福
祉主事等に指導さ
せる措置の解除

無 4 無 福祉事
務所

4 児童福祉法 昭22法
164

26-1(2) 児童等を児童福
祉司等に指導させ
る措置の解除

無 4 無 児童相
談所

5 児童福祉法 昭22法
164

27-1(2) 児童等を児童福
祉司等に指導させ
る措置の解除

無 4 無 児童相
談所

6 児童福祉法 昭22法
164

27-1(3)  児童を小規模住
居型児童養育事
業を行う者等への
委託又は、乳児院
等への入所の措
置の解除

無 4 無 児童相
談所

7 児童福祉法 昭22法
164

33の6-
1(33の6-6
において
準用する
場合を含
む。)

児童自立生活援
助の実施の解除

無 4 無 児童相
談所

8 児童福祉法 昭22法
164

46-3 最低基準を維持
するための改善命
令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課、
地域振
興局福
祉環境
部

9 児童福祉法 昭22法
164

46-4 最低基準を維持
するための事業停
止命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

10 児童福祉法 昭22法
164

56-2 費用徴収 有 － 有 児童相
談所・
福祉事
務所

一部の町村へ権
限移譲済み。

11 児童福祉法 昭22法
164

56の2-2 私立児童福祉施
設に対する補助に
係る指示

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

12 児童福祉法 昭22法
164

56の3 補助金の返還命
令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

13 児童福祉法 昭22法
164

56の5 社会福祉法人へ
の譲渡財産等の
返還命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課
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14 児童福祉法 昭22法
164

58-1 児童福祉施設の
設置の認可の取
消し

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

15 児童福祉法 昭22法
164

59-3 無認可施設に対
する改善勧告

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

16 児童福祉法 昭22法
164

59-5 無届け・無認可施
設等の事業の停
止又は施設の閉
鎖命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

17 児童福祉法施行令 昭23政令
74

3の2 指定児童福祉司
養成施設等の指
定の取消し

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

18 児童福祉法施行令 昭23政令
74

43 負担金の返還命
令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

19 児童福祉法施行規則 昭23省令
11

6の8-3 児童福祉施設職
員養成施設の指
定の取消し

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

20 児童虐待の防止等に関する法律 平12法82 12-1 児童虐待を行った
保護者に対する面
会・通信の制限

無 1 有 児童相
談所

21 児童虐待の防止等に関する法律 平12法82 12の4-1 児童虐待を行った
保護者に対する接
近禁止命令

無 1 有 児童相
談所

22 児童虐待の防止等に関する法律 平12法82 12の4-2 接近禁止命令の
期間の更新

無 1 有 児童相
談所

23 社会福祉法 昭26法45 56-6 法令等の違反に
対する措置命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課、
地域振
興局福
祉環境
部

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

24 社会福祉法 昭26法45 56-7 社会福祉法人の
業務の停止命令
等

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

25 社会福祉法 昭26法45 56-8 社会福祉法人の
解散命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

26 社会福祉法 昭26法45 57 公益事業又は収
益事業の停止命
令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

27 社会福祉法 昭26法45 58-3 社会福祉法人の
補助金等の返還
命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

28 社会福祉法 昭26法45 71 社会福祉施設の
基準適合命令

無 1 有 地域・
家庭福
祉課、
地域振
興局

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。
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29 社会福祉法 昭26法45 72-1 社会福祉事業経
営者の許可の取
消し等

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

30 社会福祉法 昭26法45 72-2 社会福祉事業経
営者の許認可取
消等

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。

31 社会福祉法 昭26法45 72-3 社会福祉事業経
営者の制限等

無 1 有 地域・
家庭福
祉課

児童に係る社会福
祉事業に係るもの
に限る。
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